
2026 年 4 月 28 日 

お客様各位 

日本ＥＲＩ株式会社 

 

省エネ計算書への「適判用」の印字について 

 

平素より、弊社にご申請いただき誠にありがとうございます。 

省エネ適合性判定においてご提出いただく Web プログラムから出力した省エネ計算書には、国が提供す

る「省エネ計算結果登録システム」により「適判用」の印字を行うことが 2025 年 4 月より必要となってい

ます。弊社におきましては、これまで印字が付されていない場合であっても受付を行ってきたところです

が、今般発出された国土交通省からの技術的助言（国住参建第 617 号 令和 8 年 4 月 24 日）により『特段

の事情がない限りは「適判用」との印字が付された計算結果について受け付ける』旨が示されたことを受

け、2026 年 6 月 1 日以降に新規に申請される省エネ適合性判定より、当該印字を求めさせていただきます

ので、お知らせさせていただきます。不明な点がございましたら、各支店へお問い合わせください。 

 

◼ 印字が必要となる申請 

新規申請が 2026 年 6 月１日以降（計画書第一面に記載の日付）となる省エネ適合性判定及びこれに該

当する物件の計画変更、軽微変更該当証明申請 

※省エネ適合性判定以外の制度における省エネ計算書への印字は求めません。 

※コース２により他制度の図書を省エネ適合性判定に活用する場合は省エネ計算書への印字は求めません。 

 

◼ 印字のイメージ 

 

 

◼ 備考 

 省エネ計算結果登録システムについてはこちら又は QR コードよりご確認ください。 

 

 

 

 

 

以上 

https://www.mlit.go.jp/common/001997357.pdf
https://regist.lowenergy.jp/

